
第１号様式（第４条第１項） 

 

指 定 申 請 書 

 

        平成１７年１１月２４日 

（申請先） 

 横浜市長 

 

申請者 所 在 地  横浜市中区桜木町１－１ 

          ゴールデンセンター５階 

  団 体 名 社団法人横浜市病院協会 

       代表者名氏名 会長 荏原 光夫   印 

       

 

横浜市救急医療センターの指定管理者の指定を受けたいので、申請します。 

 

 

 

（注意）申請に際しては、次の書類を添付してください。 

（１）事業計画書 

（２）定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

（３）法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

（４）指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業

年度の収支計算書及び事業報告書 

（５）横浜市救急医療センターの管理に関する業務の収支予算書 

（６）その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

                                                                          (A4) 



第２号様式 

法 人 の 概 要 １ 
（平成１７年１１月２４日現在） 

(単独法人又は代表構成法人用) 

法人名
ふ り が な

 社団
しゃだん

法人
ほうじん

横浜市
よ こ は ま し

病院
びょういん

協会
きょうかい

 

所 在 地 
〒231-0062 
横浜市中区桜木町 1－1 桜木町ゴールデンセンター５階 

代 表 者 荏 原 光 夫  

設立年月日  昭和５６年１２月２６日 

沿  革 

昭和 30 年 11 月 16 日 横浜市病院協会を設立。 
昭和 50 年 3 月 17 日 病院群輪番制を開始。 
昭和 56 年 12 月 26 日 社団法人として認可。 
平成 3 年度 横浜市消防局消防隊員の教育事業を開始。 
平成 3 年度 横浜市整備資金融資事業を開始。 
平成 6 年 12 月 横浜市病院協会看護専門学校設立の認可を受理。 
平成７年 4 月 横浜市病院協会看護専門学校を開校。 
平成 10 年 11 月 横浜市母児二次救急システム事業を開始。 
平成 11 年 10 月 横浜市病院協会「病病連携システム（会員間情報システム）」を開始。

平成 17 年 4 月 横浜市から補助金を受け「横浜市病院情報システム」のリニューアル作

業開始、12 月初旬全体更新。 
業務内容※ 別紙参照 
主な実績※ 別紙参照 

年 度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 

総収入 756,212 千円 733,285 千円 742,339 千円

総支出 755,714 千円 734,284 千円 744,505 千円

当期損益 498 千円 △999 千円 △2,166 千円

財政状況 

（過去 3 年間に

ついて記入し

てください） 

累積損益 2,372 千円 1,373 千円 △793 千円

連絡担当者 【氏名】川股 隆 
【電話】045-201-1717 
【E-mail】kawamatat@nifty.com 

【所属】横浜市病院協会 理事・事務局長 
【ＦＡＸ】045-201-1168 

※救急医療に関わる施設運営等の業務実績がある場合には、他の実績に優先して具体的な業務内容と

診療実績等をご記入ください。なお、「業務内容」及び「主な実績」については、別紙を付すことが

できます。 
 
参考 横浜市病院協会看護専門学校の財政状況 

年 度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 
総収入 308,017 千円 295,484 千円 291,490 千円

総支出 307,215 千円 294,764 千円 291,936 千円

当期損益 802 千円 720 千円 △446 千円

財政状況 
（過去 3 年間） 

累積損益 2,345 千円 3,065 千円 2,619 千円

 



業務内容 

 

１ 救急医療 

⑴夜間・休日救急医療（二次応需病院群輪番制度）業務 

・昭和 50 年 3 月 17 日 夜間救急医療輪番制事業を実施 

・昭和 54 年 10 月 7 日 休日救急医療輪番制事業の実施 

・市内を北部・西部・南部の３ブロックに分け 54 病院（平成 17 年度）が参加し、夜間・休日

の二次救急医療を実施 

・診療科目は、内科、小児科、外科、急性心疾患 

・時間帯：夜間（365 日）18：00～7：00、休日（日・祝日・年末年始）10：00～17：00 

⑵救急輪番調整会議及び救急輪番連絡会議等の開催 

・年 6 回開催し、当番日の調整並びに応需体制その他救急に関する諸問題について、各関係機

関（輪番参加病院、横浜市衛生局、消防局、横浜市救急医療センター）から報告を受けるなど

情報交換を行い対策を協議する。 

⑶時間外救急患者調査（対象：会員病院）４半期ごと 

⑷横浜市母児二次救急システム業務 

・平成 10 年 11 月に開始 

・15 病院参加（平成 17 年） 

・365 日 24 時間にわたり救急患者を受け入れる 

・産婦人科診療所等から二次救急病院への（doctor to doctor）救急システム 

 

２ 情報システム（平成 11 年 10 月から稼動、平成 17 年度中にリニューアル） 

平成 17 年 4 月システムを再構築 

⑴市民向けホームページ「みんなの病院横浜市病院情報システム」では各病院の機能をわかり易 

くファイル化し、診療所や老健施設などの検索機能をプラス、各種相談窓口、講座、教室など

の各種保健予防情報、応急処置や家庭の医学など便利なリンク機能を充実。 

⑵会員専用サイトでは、基幹病院、小児救急拠点病院等の月間当直表や病床の簡易な空床情報を、

会員間で共有する。この情報を一部加工すれば、市民・患者さん、消防局救急隊、開業医等に

対して、適切な当直医がいる病院の紹介など、的確な救急医療を提供することができる。 

⑶また、平成 18 年度には病病、病診、病福の地域連携パスシステムのベースとなる機能を構築予

定である。病院機能の分化に伴い福祉施設や在宅医療などとの地域連携づくりが不可欠なため、

「地域連携パス」システムの基幹的情報システムとして運用を予定している。 

 

３ 教育・研修事業 

⑴看護専門学校の運営 

・3 年制の看護師養成専門学校を運営 

・学生数 237 人、教員数 19 人（平成 17 年度） 

・奨学金並びに修学生活資金事業の実施 

・看護学生に対する就職説明会を実施 
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⑵横浜市消防局救急隊員の教育 

  ・専科教育救急標準課程隊員養成科（第 10 期）教育 

  ・講師派遣、日程表の調整・作成 

  ・実習病院の調整 

⑶学術講演会の開催（年１回開催） 

⑷セミナーの開催 

 ・職務に応じたセミナーを開催 

⑸各種説明会・研修会の開催 

  ・個人情報保護、介護保険、情報システム等の説明会・研修会を開催 

  

４ 病院整備資金融資事業 

・平成 3 年度事業開始 

・快適で質の高い医療サービスを提供するため、横浜市からの助成を受けて、病院整備資金の貸付

を実施 

・民間中小病院を対象に整備資金を融資 

・融資の種類：6 種類（新築増改築資金・医療機器購入資金・療養病床整備資金・宿舎等整備資金・ 

           災害防災設備整備資金・地震対策補強工事等資金） 

 

５ その他 

 ・健康保険、老人保健及び介護保険に関する諸事項について検討（社保、国保、介護保険対策事業） 

 ・医事紛争に関する情報を収集し、その情報及び対策を会員に提供（医事紛争対策事業） 

 ・個人情報保護、医療安全相談についての検討及び対応（病院管理運営等事業） 

 ・年２回会報を発行。理事会報告事項を伝える協会ニュースの発行や法改正などに関わる資料の配

信を実施（広報事業） 

・事務長部会の開催（病院管理運営等事業）など 
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主な実績 

 

１ 救急医療業務 

⑴夜間・休日救急医療（二次医療：病院群輪番制度）業務 

・3 医療圏（北部・西部・南部）で実施 

・内科、小児科、外科、急性心疾患 

・55 病院参加（平成 16 年度） 

⑵時間外救急：時間外患者数＋救急車来院台数 

⑶母児二次救急医療：１５病院で実施。（365 日／24 時間受入れ） 

                                     （単位：人） 

 平成１６年度（１日あたり） 平成１５年度（1 日あたり）

病院群二次救急輪番（夜間） ３０，６３４（８４．０） ２９，７８６（８２，０） 

     〃   （休日） ６，５６２（９３．０） ６，６１９（９２．０） 

時間外救急（会員病院） ４２６，９６６（１，１６９） ４７０，５６６（１，２８９）

横浜市母児二次救急システム ８７８（２．４） ７２７（２．０） 

 

２ 教育研修事業 

⑴横浜市病院協会看護専門学校の運営【３年制：各学年定員 80 名】 

  学生数：234 人、教員 19 人（平成 16 年度） 

  国家試験合格率：93.1％（67/72 人） 

  市内就職率：96.8％（61/63 人） 

⑵横浜市消防局救急隊員の教育を実施した。（平成 16 年度） 

講義時間（病院実習を含む）：標準課程 176 時間 

               ：Ⅱ課程 105 時間 

標準課程受講生 25 人 ／Ⅱ課程 20 人 

⑶学術講演会の開催 

①平成 16 年 9 月 24 日開催。 参加者：250 人 

   講演テーマ：「医療事故と裁判」 

  ②平成 17 年 10 月 21 日開催。参加者：213 人 

   講演テーマ：「新しい病院機能・・・栄養サポートチーム」 

⑷セミナー・研修事業 

①平成 17 年 1 月 31 日トップセミナー「ケアミックス型病院の経営戦略」の開催。 

②平成 17 年 2 月 7 日「個人情報保護及び個人情報ガイドライン」研修会の開催。 

  ③平成 17 年 4 月 22 日トップセミナー「苦情・クレーム対応」研修会の開催 

  ④平成 17 年 7 月 26 日「介護保険法改正」に伴う説明会の開催 

  ⑤平成 17 年 8 月 31 日トップセミナー「カンファレンスーその活用について」の開催 
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 ⑥平成 17 年 10 月 26 日「地域連携パス連続セミナー（3 回連続、第 2 回 11/9、 

第 3 回 11/30）」の開催 

  ⑦平成 17 年 11 月 10 日トップセミナー「アメリカにおける最新の保健医療問題」の開催 

 

３ 病院整備資金融資事業 

⑴融資審査会を 4 回開催し、5 病院 11 件、総額 8 億 970 万円の融資を決定した。 

⑵融資実績累計、52 病院 約 78 億円 
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第５号様式 
宣 誓 書 

 

平成１７年１１月２４日 

 （申請先） 

   横浜市長 

 

 

                         （申請者） 

                                 所 在 地 横浜市中区桜木町１－１ 

                       ゴールデンセンター５階 

                 法 人 名 社団法人横浜市病院協会 

                 代表者氏名 会長 荏 原 光 夫    印 

 

 

 

 以下の事項について虚偽・誤りのないことを約束します。 

 

１ 市から指名停止処分を受けていないこと。 

２ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

３ 最近１年間、市税・法人税・消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

４ 民事再生法に基づく再生手続きの開始の申立をしていないこと。 

５ 横浜市救急医療センター指定管理者選定委員会委員が経営又は運営に直接関与 

 していないこと。 
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第６号様式           ＜以下提案書＞ ※アンダーラインは、「業務基準」を超える部分 

単独法人名・共同事業体名： 社団法人 横浜市病院協会      ※  は、今後の検討要望事項 

 センターの役割と管理運営についての考え方 

   公の施設であるセンターの理念、設置意義に基づいて、指定管理者として実現したいことなどを記載 

してください。 

   また、センター事業を実施するにあたり、法人として取り組もうとする特記すべき事項がありました 

  ら記載してください。 

①センターの役割に対する基本的な考え方 

 
 横浜市救急医療センターは、昭和５６年の開設以来、横浜市の救急医療の中心

的な存在として市民に知られています。深夜帯も含む来院患者数は５万人と、大

病院の整備が進んだものの、横浜市の救急医療の中で果たす役割には大きなもの

があります。大都市の救急医療は、小児救急患者の増加など社会環境の変化や市

民のライフスタイルの変化に起因する市民ニーズに的確に対応するとともに、医

療施設と医療資源の完備した病院の整備という医療供給サイドの整備度合いを

見極め、市民・患者さんサービスの向上と社会的効率性の向上を同時に追求する

必要があります。 
 救急医療センターの設置理念は、「急病患者に対して的確な診療、必要に応じ

ての転送（転医）と、医療情報や救急相談の適切なサービス」にあると考え、こ

れを一時も忘れることなく運営に努めて行きます。 
 

 また、当協会は夜間急病センターについての現在的な設置意義を次のように考

えています。 
（１）初期救急医療を担う市内三か所の夜間急病センターの中で、市の中心部に位置

し患者数についても全体の６割を占めています。初期救急医療の中心的存在で

あることから、医師の社会的、職業的使命を自覚して、患者さんサービスの向

上と効率的な経営に努力する必要があります。他の二か所のモデルとなるよう

な運営・サービスを具体的に示すことにより、横浜市全体の初期救急医療が充

実してくるものと考えています。 
（２）次に、二次救急医療との関係が重要です。的確で安定的な初期救急医療を提供

することにより、病院が担う二次救急医療への負担転嫁を防ぐことができま

す。小児救急患者をはじめ、軽症の患者さんが、二次救急輪番病院、基幹病院、

小児救急拠点病院等に押し寄せることは、救急医療を混乱させ重症の患者さん

の治療を遅らせる結果となりかねません。市民に高く評価される初期救急医療

施設として信頼を高め、「初期救急医療は桜木町へ」を定着させ、二次救急医

療への負担転嫁を防ぎます。 
（３）第三は夜間診療機能の充実です。社会全体のコンビニ化（深夜まで、手軽に）

傾向、ライフスタイルの多様化によって通常診療時間内に診察を受けることが

難しい市民の方が増えています。必ずしも救急医療とはいえないこれらの患者

さんについても、市の中心部に位置する夜間急病ｾﾝﾀｰは的確に受け止めるべき
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と考えます。 
 さらに、当協会は救急医療情報センターについて次のように考えています。 

（１）年１６万件の問いあわせに的確に対応するには、病院をはじめ医療機関からの

正確な情報提供が必要です。医療機関案内の問い合わせの先の多くは病院と考

えられますので、会員病院の協力を得て必要な情報を正確に収集し提供すると

ともに、市民への提供方法についてもホームページ（現在なし）の活用など市

民の利便性を格段に高めます。 
（２）核家族化や子育て経験の不足など家庭機能の弱体化によって、病気の初期症状

を判断するのは難しいことから、急病時やケガ等についての相談・助言の役割

が重要になっています。これは救急医療情報センターの役割変化と理解し積極

的な対応を図る必要があると考えます。 

 
 加えて、限られた医療資源や横浜市の財源を効率的・効果的に活用するには、

市民の方々が初期から三次までの救急医療の区分を知り、適切な医療機関選択

を行うことが重要ですので、教育・啓発事業にも努め市民信頼の厚い救急医療

センターとなるよう運営して参ります。 
 
②指定管理者として、センター事業を通じて、どのような地域貢献（市民への還元）を実現したいと考えている 

のか、記載してください。なお、（ア）サービス水準の向上、（イ）患者の安全管理、（ウ）コスト削減など効 

率的な業務実施、（エ）人材確保と育成、に対する基本的な考え方を踏まえて記載してください。 

 
 当協会の目的は、「横浜市医師会及び関係諸機関との協調にもとに諸般の問題

を調査研究し、病院組織及び医療体制の充実及び発展を図り、もって地域医療の

向上と市民の健康増進に寄与すること」であります。この具体的な実践として、

昭和５０年３月以来、市内の病院をあげて「病院群輪番制事業」を推進し、市民

の信頼を勝ち得ています。当協会の調査によれば、市内の救急患者（時間外患者

を含む）年間５７万人のうち、４３万人（７５％）を当協会病院が受け入れると

いう高い実績を示しています。 

 「救急医療は医療の原点」であることは、医師法１９条「応招義務等」の医師

の社会的・職業的倫理や、「まずは緊急の患者さんを自らの医療技術の全てをさ

さげて救う」という人間としてのあり方からして当然のことであります。当協会

は、この「救急医療は医療の原点」という基本姿勢にたって地域貢献、市民サー

ビスを進めていきます。 
 

 初期救急医療についての地域貢献は、横浜市の救急医療全体の体系の中で考え

るべきことですが、（ア）初期救急患者及び夜間患者に対して、的確な診察、治

療を行い、早期回復を可能とします。(イ)また、一部の二次救急医療患者に対し

ては、会員病院との緊密な連携の下に速やかな転送（転医）措置をとり、重症化

することを防ぎます。総じて、会員病院（二次応需病院）との連携を強化し、「市

民の安心の要」という役割が存分に発揮されると考えます。 
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 また、救急医療情報センターの意義は大きなものがあると考えます。市民・患

者さんへの看護職による相談・助言機能の強化のみならず、横浜市の中央のセン

ターとして消防局救急隊や各医療関係機関に対して的確な救急情報を提供するこ

とにより、救急医療を担う各分野・各機関での業務の効率化と市民サービスの充

実が図られ、地域（横浜市等）に貢献するものと考えています。 
 
（ア）「サービス水準の主な向上策」としては、まず、第一に診療開始時刻を、現行

の午後８時から午後６時に繰り上げます。この時刻には多くの医療機関が診療

を終了しますので、患者さんは午後８時まで待つことなく、通常の診療時間と

切れることなく受診することができます。なお、眼科、耳鼻咽喉科については、

クリニックの終了時刻が比較的遅いことを考慮し、現在と同じく午後８時から

の開業とします。 
また、経験のある看護師による相談・助言サービスを強化しますが、病院との

契約によりオンコール医師を配置し、看護師の相談・助言サービスをサポート

します。 
 

（イ）「患者さんの安全管理策」としては、病院で培った「患者安全・事故防止委員

会活動」や「安全管理マニュアル」を徹底させるとともに、センター長をト

ップとする「患者安全管理（PSM）委員会」を設置します。必ず、月一度は

内部研修を実施するなど、事故防止・安全管理の意識向上と体制整備を図り

ます。 
 
（ウ）「コスト削減の努力」については、支出の８割が実質人件費であり削減努力に

は限度がありますが、人こそサービスの原点であることから、患者さん・家

族に対して、親切でやさしく対応するなどコストを上回るサービスの提供が

できるよう教育研修の充実を図ります。 
なお、医療機関案内など、現在の情報システムの水準から大きく遅れている

分野については、ホームページの構築とアクセスを格段に向上させるなど、

利便性の向上と経費の節減をあわせて目指していきます。 
 

（エ）「人材の育成」については、公共的なミッションの認識を培うとともに、専門

職としての新しい技術・知識の習得の場を用意します。また、限られた職場

の中で専門職として育つには難しい要素もありますので、会員病院との人事

交流や専門職員としての対外的な評価（研究成果の発表など）を高める試み

を常に実施します。 
 

 横浜市民に対する貢献は、医療職としての基本的な姿勢や心構えだけでなく、

専門職として必要な技術・知識を身につけ、さらに会員病院が一体となって「救

急医療センター」を盛り立て・支えることにあります。全ての会員病院は救急医

療に関わっており、お互いに問題を指摘し合い、日々、改善に努めることにより、
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市民の信頼を高めていく所存です。 
また、「救急医療センター」の運営は、医療関係団体全体が協力して運営を支

援する体制をつくるとともに、「市民・患者さんに医療を提供する」という一方

向の考え方ではなく、双方向の考え方に転換する必要があります。すなわち、医

療関係団体は、医師、コ･メディカルの派遣、様々な医療情報の提供を行うと同時

に、その他の医療機関の情報を受け取れるようにしなければなりません。そして、

患者さんや市民の団体は、医療サービス等を受けるだけでなく、ホームページ案

内や看護師による相談・助言サービスに対して改善提案を行うなど、双方向の関

係になってこそ、よりいっそう市民の信頼を高めることができると考えています。

（「救急医療センターの運営イメージ」参照） 
 

③ISO の取得、情報公開に対する考え方や事業の透明性の確保策など、法人としての社会的な取組みに関する考え

方等を記載してください。 

 
 ISO1401 の取得など管理運営水準の向上は、会員病院の多くが取り組み ISO1401
や日本医療機能評価機構の認定を受けていますので、この経験を踏まえ、できる

だけ早い段階で ISO の取得を目指します。 
 また、情報公開や個人情報の保護については、横浜市条例や「医療関係者にお

ける厚生労働省のガイドライン」を、改めて研修し周知させます。救急医療セン

ターとしての情報公開については、相談記録、患者さん情報など本人情報は当然

にも開示して信頼を高めます。個人情報保護については、「医療分野は特に適正

な取り扱いの厳格な実施を確保する必要がある分野」とされていることから、当

協会は研修会を重ねてきました。センター事務局長を責任者とする個人情報保護

の体制を早期に整備し、患者さんの情報が絶対に漏れない仕組みを構築します。

   事業の透明性の確保や指定管理者事業の評価については、公益を目指す法人と

して重点的に取り組むべきと考えています。市民の税金が市民福祉のために使わ

れていることを、市民の方を含む第三者によって検証し評価する必要がありま

す。当協会は、救急医療関係者、学識者、市民等による「第三者評価委員会」を

設置し、予算案、決算・実績報告、そして中間的な事業実施状況をこの委員会に

報告し、意見や評価を頂く考えです。また、必要に応じて事業改善の提案や、医

療機関が受けるべき市民モニタリングを実施し、市民の方々から高い評価を得ら

れるよう努力いたします。 
 
「特記事項」 
１．初期救急医療は開業医の方々が中心となるという原則があります。当協会も、

この原則に基づき、医師会や各医会にお願いし開業医の方々が「出動登録医」

として救急医療センターの夜間診療に当たって頂けるようお願いします。 
また、薬剤師会を始め診療体制を支える各師会には引き続き協力をお願いし

ます。 
 なお、200 床以下の病院は、「かかりつけ医」を持つことを厚生労働省は推奨
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していますので、病院協会においても初期救急医療を担うことは当然のことと

考えています。 
２．救急医療センターの正規職員を始め、看護師等の方々で継続して働くことを希

望する方は、同じ医療職の仲間として引き続き雇用する考えです。但し、職務

能力を再確認するとともに、給与水準については職務能力に見合うよう調整す

る意向です。 
 
 

【救急医療センターの運営イメージ】 

 
＜現在＞                 ＜提案＞ 

 
 

市民・患者さん        市民・患者さん    健康・医療等の 
                                 市民団体 
     医療機関    診察 

案内等    
サービス 
提供    救急医療センター             救急医療センター 
      夜間急病センター             夜間急病センター 
運営支援  救急情報センター             救急情報センター 

                    
 
コ・メディ     医師   派遣     空床情報等     

カル派遣                      薬剤師会等           大学医学部 

薬剤師会等     医師会    病院      各師会             付属病院 
各師会 

                                                    医師会等  病院協会 
※現在は運営支援、サービス提供とも         （開業医、  （病院） 
 一方向の考え方で運営されている。          各医会） 

 
                     ※医療関係団体は、医師、コ・メディカルの 
                       派遣、各種医療情報の提供と同時に、他の 
                      医療機関情報を受けとるなど双方向の支援 
                      関係とする。 
                     ※患者さんや市民団体は、医療サービス等を 
                      受けるだけでなく、ホームページの案内や 
                      看護師による相談、助言サービスに改善提 
                      案等を行うなど双方向の関係とする。 
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第７号様式 
単独法人名・共同事業体名： 社団法人 横浜市病院協会  

 センターの事業実施に関する基本方針 

センターの役割や特色を活かし、どのように事業を展開するのか、事業実施の基本方針と事業体系、 

それらが生み出す本市の救急医療体制への効果などについて記載してください。 

 

①センター事業を展開する上での基本方針 

 
  救急医療センターの管理運営についての基本方針は、次のように考えています。

（１）初期救急医療及び夜間診療について、市民・患者さんに的確で安心できる診療

を行うこと。 
（２）横浜市唯一の救急医療情報センターとして、各関係機関との連携を強化し、市

民の方々が必要とする医療情報を迅速に収集し、正確に提供すること。 
（３）病院協会、医師会や各師会との連携強化をはじめ、特に、二次救急輪番病院や

基幹病院・小児救急拠点病院とは密接な連携を図り、転送（転医）患者さんへ

の負担を極力少なくすること。 
（４）市衛生局、消防局をはじめ、行政当局とは、常時、連絡調整し季節ごとに変動

する救急患者の動向等を報告するとともに、管理運営上の諸問題について相

談・協議すること。 
（５）市民・患者さんサービスの充実とともに、医療機関としての経営の効率化に努

めるほか、社会環境の変化や情報化の進展に合わせた改善・改革を常に行うこ

と。 
 
  また、救急医療センターを安定的に運営する事業体系としては、次の点に留意し

て参ります。 
（１）的確で安心できる診療について 
・ 各医療関係団体との連携の下に、医師、コ・メデイカルを安定的に確保します。

・ 管理運営や医療提供のガイドラインを明確に定め、医師、コ・メデイカルの方が、

診療行為に専念できる仕組みをつくります。 
・ 受付、駐車場管理など、不安を抱える患者さんの気持ちになってサービスを提供

します。 
・ 転送（転医）の場合は、すばやく受入れ病院を決定し搬送手続きを行います。 
・ 初期救急患者としての適正な投薬や注意事項を与えるなど、必要なアドバイスを

致します。 
（２）医療情報の迅速な収集と正確な提供 
・ 各医療関係団体との連携の下に迅速かつ的確な救急医療情報を収集します。 
・ 電話、ホームページ等で、市民が必要とする医療情報を、正確に、かつ相手の立

場にたって提供します。 
・ 看護職の相談・助言サービスは、相手の立場をよく理解し、相談・助言の範囲を

十分に理解して進めていきます。 
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（３）各医療関係団体との連携強化について 
・ 定期的な連絡調整の場を設け、「救急患者動向」や「救急医療情報、症例」につ

いて実際的な意見交換を行います。 
・ 各医療関係団体の参加の下に、救急医療についての研修会等を充実していきま

す。 
（４）行政当局との連絡調整、相談協議 
・ 定期的な報告のみならず、連絡調整を密にするほか、事前に相談協議を致します。

（５）サービスの充実と改善・改革について 
・ ベンチマークとなる病院からサービスの実際を学び、患者さんサービスを向上さ

せます。 
・ 病院経営指標に基づく分析や、効率化を促進する「経営インセンテイブを高める

仕組み」を導入し効率的・効果的な運営に努めます。 
・ 救急医療情報については、横浜市の唯一のセンターとして、救急医療関係者の利

便性向上と業務の効率化が図れるよう研究検討し、新しい仕組みを提案するよう

努めます。 
・ 約 7 万人の外国人が居住し国際都市を標榜する横浜市は、外国人向けの救急医療

情報の提供が必要と考えますが、今回の指定管理経費の上限額では実施できませ

ん。実施に向けて研究し、今後、提案したいと考えます。 
・ 救急医療についての市民の方々の理解を深めるため、市衛生局や医療関係団体の

協力を得て広報、啓発等に努力します。 

 
②本市の救急医療体制にもたらされる効果についての考え方 

 
当協会が指定管理者となることよって、次の新しい効果が生み出されると考えま

す。 
（１）内科、小児科について診療開始時刻を午後６時に繰り上げることにより、通常

の診療時間と切れることなく受診できますので、市民・患者さんの不安を解消

できます。また、夜間急病センター深夜帯診療の廃止は市民サービスの低下と

言えますが、開始時刻の繰上げは、目に見える市民サービスの充実であり、市

民の方々の市政への理解が深まると考えます。 
  さらに、夜間の診察を余儀なくされている市民の方にとっても利便性が向上

することになります。 
（２）二次救急応需病院との連携強化が図られ、転送（転医）については極めてスム

ーズに行われますので、患者さん負担の軽減と重症化を防ぐことになります。

（３）市民・患者さんサービスや経営効率化等の面で、他のモデルとなる運営が行わ

れますので、他の二つの夜間急病センターはもとより、救急医療全体への波及

効果が期待されます。 
（４）医師がオンコールでサポートする看護職による相談・助言サービスは、こども

を持つお母さん方への大きな支援となるだけでなく、小児の初期救急患者の減

少につながり、小児救急拠点病院のみならず、市内小児科医の過重負担を和ら
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げることができます。 
（５） 救急医療情報（可能な病院から診療科ごとの当直医師情報などを掲載）のホー

ムページでの市民提供は、医療機関選択の利便性向上となるだけでなく、こど

もや高齢者を抱える家庭にとっては、「いつでも受診できる」という安心感と

なり、不安解消の一助になると考えます。 

 

 
 
 

市民・患者さんサービスの主な改善点 

 

・内科、小児科診察開始時間の繰上げ（午後８時→午後６時）

 ＜P3 ほか＞ 

   ・小児科１ブースの増設 

 ＜P9＞ 

   ・必要に応じての調剤日数の増加（当日分→３日分程度） 

＜P11＞ 

・二次救急応需病院との連携強化による重症化の防止、適切な

当直医のいる診療科への転送 ＜P2、P15 ほか＞ 

   ・特定病院との契約による転送先の確保 

  ＜P11 ほか＞ 

   ・民間救急車による転送先への搬送 

 ＜P11 ほか＞ 

 

      ○ 耳鼻咽喉科等の二次応需、泌尿器科等の救急医療案内の充実 ＜P9 ほか＞ 

 

   ・看護師による相談・助言サービスの拡充 

 ＜P3 ほか＞ 

・当直医師によるサポート体制によるサービスの充実 

 ＜P3 ほか＞ 

   ・会員病院ベテラン看護師の支援によるサービスの充実 

    ＜P19 ほか＞ 

・ホームページの作成（電話案内の減少） 

 ＜P3 ほか＞ 

   ・会員病院からの的確な情報の提供→夜間急病センター等への

必要な情報の提供、消防局救急隊など救急関係者の業務効率

化  ＜P3 ほか＞ 

   ・市民向けの救急医療講座等の開催 

  ＜P26＞ 

 

夜間急病センター 

救急医療情報センター
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第８号様式 
単独法人名・共同事業体名： 社団法人 横浜市病院協会  

 夜間急病センターの事業計画 

   センターの診療所部門である、夜間急病センターにおける事業計画と、それを、円滑に推進するために、 

どのような執行体制を構築し、工夫を図っていくのか記載ください。 

 

①夜間急病センターの事業計画について、具体的に記載してください（「業務基準」を超える提案もあれば記載） 

 
ア 診療時間について 

 

・ 診療時間については、現在の午後８時を、内科、小児科については、午後６時に繰上げ

ます。眼科、耳鼻咽喉科については、現在と同じく午後８時とします。 
・ これは、眼科、耳鼻咽喉科については、遅くまで開業しているクリニックが多いことが

あります。また、内科、小児科については、現在でも待機している患者さんが多く、可

能な限り診療時間については、医療機関の閉院にあわせ、きれ目のない診療体制とする

ことが、救急医療には求められていると考えるからです。 
・ 内科・小児科が午後６時に繰り上げることにより、開業医の方の出動が難しくなります

ので、午後６時―９時は勤務医中心、午後９時－１２時は開業医中心というように、救

急医療に協力可能な仕組みを工夫します。 
 

イ 診療科目について 

 

・ 現在と同じく、内科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科とします。 
・ なお、当協会は、患者数は少ないものの眼科、耳鼻咽喉科の二次応需病院の必要性や、

泌尿器科・皮膚科等の救急体制整備の必要性も認識しており、まずは、各病院（全部の

病院は困難）から提供される「医師当直表」、「空床状況」等を活用し、救急医療情報

センターが適切な病院案内や紹介ができるよう検討して行きます。 
・ 基本的には、横浜市によるある程度の制度化が望まれます。） 

 
ウ 診療体制について（ブースの活用等の提案） 

 
・ 現在の患者予測及び医師の配置数からは、一室の診察室の増設が必要となります。３F

の観察室のスペースを転用し、多忙期に使用する小児科診察室を設置すべきと考えてい

ます。 
・ また、検査機器についても、血液ガス分析計、電解質分析計（両者セットも可）は、初

期救急医療においても必要との意見がありますので、検討したいと考えます。 
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エ 人員配置について（平日、土曜日、日曜・祝日、年末年始など、患者実績に応じた人員配置が分かるように記載してく

ださい） 

 
・ 基本的には、現在の準夜帯配置体制としますが、経費節減とサービス向上の視点から人

員配置の一部については適宜、見直しを行います。 
・ 年末年始、５月連休、インフルエンザの流行などの繁忙期については、会員病院に特段

の協力を要請し人員配置を増加することも検討します。 
・ 常勤職員の配置 
 「センター長」・・常勤の医師一人（内科医等）を配置します。 
 「管理職員」・・・常勤及び当協会との兼職で、事務局長 1 人、管理・情報課長 1 人、

医療業務課長 1 人を配置します。 
 「正規職員」・・・原則として、現在の職員を引き継ぐこととし、事務、薬剤、看護の

正規職員合わせて 10 人、嘱託看護職員２人を配置します。 

 
「臨時雇用職員の人員配置表」                  （単位：人） 

内 ・小 3 4 5 5 - 18～24時の診療体制

眼 ・耳 2 2 4 4 - 20～24時の診療体制

2 4 6 6 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 -

17～19時 4 6 5 6 10 10 - 18～20時の診療体制

19～24時 6 8 7 8 12 12 - 20～24時の診療体制

4 5 3 5 7 8 - 17～19時の間は１人減

土 日・祝 備考二連休 三連休 年末年始
冬季繁忙期

(加算）

区分

薬剤師 3

検査技師 1

職種

医師

4

2

平日

放射線技師 1

看護師

事務員

 

※なお、この人員配置にためには、休暇、年次休暇等を考え、看護職等については約５割増

しのスタッフが必要と考えています。 
 

オ 患者の安全管理について 

 

「患者さんの安全管理について」は、センター長をトップとする「患者安全管理（PSM）

委員会」を設置します。構成は、駐車場管理（委託業者）、受付事務、看護職、薬剤師、

電話相談看護師、電話案内オペレーター（委託業者）、管理職等の職員とし、アクシデン

ト（事故）、インシデント（ヒヤリ・ハット）のみならず、盗難、駐車場の安全管理を含

め、患者さんの安全管理を徹底します。 
  安全管理指針を策定し、派遣（出動）医師・看護職等を含む全職員、関係者に浸透させ

るとともに、「患者安全管理（PSM）委員会」におけるインシデント等の問題事例の検討
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を通じて、PDCA サイクルによって継続的に改善していきます。 
 初期救急医療にあっても、患者さんの症状、程度による選別（Triage）は必要であり、

掲示、お知らせ等で患者さんの理解を求めます。また、患者さんに対しては、処置終了後、

傷病に対する指導や、必要な場合にはフォーローアップ指導をしていきます。 
 
②より良いサービスの提供、コスト削減など、円滑に事業を実施するための工夫について記載してください。 

  
ア．「より良いサービス」の提供としては、内科、小児科のオープンを午後６時とすること

が、何よりもサービスの向上と考えます。不安いっぱいの患者さんであり、落ち着いた

雰囲気づくりとゆったりとした対応に心がけます。 
 また、患者さんの気持ちを察して、患者さんの目線で優しい言葉をかけることから、

患者さんサービスは始まると考えます。駐車場案内、患者さん受付など、優しい言葉か

けから対応していきます。 
 次に転送（転医）する患者も平均５～６件（繁忙期１０件以上）見込まれますので、

患者さんの意向に沿って基幹病院、二次救急輪番病院、小児救急拠点病院等に問い合わ

せ、転送（転医）手続きを行います。また、近隣の大病院と契約し、必要なベツトを確

保するなど受入れ体制には万全を図ります。 
 搬送に当たっては、民間救急車の利用を原則とし、契約により救急車一台を配置し、

低廉な料金での搬送するサービスを実施するとともに、民間救急車利用促進の一助とし

ます。 
 投薬については、必要最小限としますが、翌日以降、かかりつけ医等の診察を受ける

ことが難しい場合は、3日間程度に限り調剤します。 
イ．「コスト削減について」は、派遣（出動）医師の単価を始め全体として削減を図り、運

営収支の均衡を目指します。（P12「医師報酬単価の考え方」参照） 

・派遣医師については、現行単価の８割を原則として、新たな単価を設定します。年

度末の収益見込により、医師出動調整委託金として５％（最低保障）～１０％を派

遣団体に支払います。 
・なお、当協会派遣医師等については、上記のさらに９割とし、医師出動調整委託金

を１０％～２２％とし、収益見込が悪い場合はより多くのリスクを分担することと

します。 
・薬剤師、検査技師、放射線技師、看護師、事務員についても、現行単価の８割を原

則として、新たな単価を設定します。年度末の収益見込により、５％（最低保障）

～１０％委託先等にボーナスとして支払います。また、業務の実態に合わせて、常

に人員体制の見直しを行います。 
・正規職員の給与についても、現行基準の８割を原則として、新たに給与の格付けを

行います。 
また、年度末の収益見込により、各人の業務成績を査定し１０％を上限にボーナス

を支給します。 

・その他の経費についても、契約更新時などに、見積もりあわせを行うなど、極力、

経費節減に努めていきます。 
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医師報酬単価の考え方 
 
１．基本的な考え方 
（１）現行水準は、社会的にみても高い水準にあり、また、他の救急医療施設の医師単価

に比較して高い状況です。さらに、現行水準を維持して収支計画を立てることは不

可能です。 
（２）現行水準の８割に引き下げ、新単価（提案）を設定するとともに、年度末の収益状

況をみて派遣元の各医療団体に一部を還元するという「業績主義の考え方」を取り

入れます（当協会派遣医師はさらに０．９を乗じます）。 
（３）この考え方は、医師のみならず、コ・メディカル、正規職員等にも適用します。 
 
２．新単価の事例 

区 分 現行単価 提案単価 A 出動調整事務委託金 B 最高合計（A+B）

内科 

小児科 

91,200 円 

(15,200 円/時) 

72,000 円 

(12,000 円/時)

５％（最低保障） 

～１０％（最高額） 
約 79,000 円 

 

眼科  

耳鼻咽喉科 

60,800 円 

(15,200 円/時) 

50,00 円 

(12,500 円/時)

５％（最低保障） 

～１０％（最高額） 
約 55,000 円 

内科 

小児科 

 64,000 円 

(10,700 円/時)

１０％（最低保障） 

～２２％（最高額） 
約 79,000 円 

 

眼科  

耳鼻咽喉科 

 45,000 円 

(11,250 円/時)

１０％（最低保障） 

～２２％（最高額） 
約 55,000 円 

※ 内科・小児科６時間 
※ 耳鼻咽喉科・眼科４時間 

 
（参考） 
横浜市各救急医療施設の医師単価（補助単価等） （平日） 

区 分 Ｈ１７単価 １時間当り単価 備 考 

休日急患診療所 63,000 円 10,500 円 10時～16時が標準 

北部、南西部夜間急病センター 47,500 円 11,875 円 20 時～24 時 

桜木町夜間急病センター 60,800 円 15,200 円 20 時～24 時 

病院群輪番制事業 62,600 円 6.900 円 
18 時～翌 7 時 

（11 時間） 

 
 

 

 

 

 

 

 

医
会
・
開
業
医 

病
院
協
会
・
大
学 
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第９号様式 

単独法人名・共同事業体名： 社団法人 横浜市病院協会  

夜間急病センター事業実現のための診療体制確保に関する計画 
   夜間急病センターにおける事業計画実現のために必要な、医師を始めとする医療職員の確保策につい 

て、具体的な計画について記載ください。 

 

①医師の確保計画 

 

夜間急病センターの運営、サービスの要は、「救急医療は医療の原点」と考える

熱意のある医師を確保することです。 
センターの経営や安定したサービス面だけに着目すれば、専任医師を雇用し準夜

帯の診察に当たることの方が効率的ですが、広く救急医療に熱意のある医師を網羅

し、医療団体が協力して救急医療センターを支えていくことが重要と考えています。

そこで、当協会は次のような医師の確保計画（１８年度確保予定数：延べ１９７２

人）を考えています。 
 
ア．横浜市医師会に協力をお願いするとともに、「内科学会（宮川 政昭会長）」、

「小児科医会（水野 恭一会長）」、「耳鼻咽喉科医会（沖久 衛会長）、「眼科

医会（秋元 清一会長）に協力をお願いして、主に開業医の派遣を依頼します。 
・「出動登録医」の名簿を作成し、登録医の希望日を尊重しながら、月１回から３

か月に１回程度のセンター勤務をお願いします。 
・確保医師数全体の４０％程度（約７９０人）の派遣を、各医会にお願いしたい

と考えます。 
・各医会出動医の年間報酬支払い額の５％～１０％の範囲（率）で出動調整事務委

託金を支払います。この５％～１０％は、３月末の決算見込みにおける年間収益

額で上下させます。 
 
イ．当協会会員病院のうち、二次救急輪番病院以外の病院及び輪番病院であっても

医師派遣が可能な病院を中心に医師の派遣を要請します。 
・病院ごとに「出動登録医」の名簿を作成し、各病院と登録医の希望を尊重して、

月１回程度のセンター勤務を要請します。 
・確保医師数全体の４０％程度（約７９０人）の派遣を、会員病院に要請します。

・会員病院出動医の報酬額はアの９割とし、年間報酬支払い額の１０％～２２％

の範囲（率）で出動調整事務委託金を支払います。この率の調整幅が大きいの

は、年間収益見込みが達成できない時のリスクは、主に当協会が負うべきと考

えるからです。 
 
ウ．会員病院と関係の深い大学（医学部、附属病院）については、若手の医師が救

急医療について研修を行う必要性と、特定日の臨時的な出動等に期待する点か

ら、医師派遣協力協定を結び、センター勤務をお願いします。 
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・大学医学部（附属病院）ごとに出動登録医の名簿を作成します。 
・確保医師数全体の２０％程度（約３９０人）の派遣をお願いします。 
・大学（医学部、附属病院）医師の報酬額はイと同じとし、年間報酬支払い額の

１０～２２％の範囲（率）で出動調整委託金を支払います。 
・派遣協定を結ぶ予定の大学は、横浜市立大学附属センター病院、東邦大学医学

部、日本大学医学部、日本医科大学、昭和大学医学部、慈恵会医科大学等です。

 
なお、経営的にみれば、専任医師を配置することが収支上、明らかに優れていま

す。長期間の雇用は難しいと考えられますが、短期的雇用は可能と考えられます

ので、今後の検討課題としていきます。 
 

②コ・メディカルの確保計画 

 

 基本的には、各師会との提携協力関係を深め、救急医療の公共的な役割と医療

関係者の倫理的な義務を深く認識して頂き、コ・メディカルの確保を図って参り

ます。 
ア．看護師については、現在の臨時雇用の方に継続してお願いするとともに、会員

病院の看護師（及び退職者）、神奈川県看護師協会に協力をお願いします。 
イ．薬剤師、検査技師、放射線技師については、各師会にお願いするほか、会員病

院も多数の職員を抱えておりますので必要に応じて出動を要請して行きます。

ウ．経営収支については、厳しいものがありますので、いずれも現在の単価の８割

程度に削減し、年度末の収益状況をみて５％～１０％の範囲内で還元する計画

とします。 
 
③その他事務スタッフの確保計画 

 

 基本的には、現在の臨時雇用の方に継続してお願いします。必要な場合は、会員

病院の事務スタッフ（及び退職者）の協力を要請します。賃金についての考え方は、

医師及びコ・メディカルと同じとします。 
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第 10 号様式 

単独法人名・共同事業体名： 社団法人 横浜市病院協会  

 夜間急病センターの医療連携に関する計画 

   夜間急病センターでの診察の結果、専門的な医師の診察や入院治療が必要な場合に、確実に対応すること 

が必要となりますが、円滑な医療連携を確保するための具体的な計画・方策などについて記載してください。

 

①専門的な診療や入院が必要な場合の転送、転医に対する考え方や工夫 

 
転送（転医）が必要なケースは、次の場合です。 
ア）患者の症状が初期救急医療を担うセンターの医療水準を超える場合。 
イ）適切な診療科目ではないが、初期救急ということで応急措置を求められる場

合。 
ウ）経過観察の必要があり、患者の安全のためには入院を必要とする場合です。

これに対応するケースは、一日平均６～７件（繁忙期１０件以上）あると考えて

います。 
この対応としては、まず第一に、会員病院の協力により、「主な病院の月間当直

表」を収集整理し、病院に当直する診療科医師の一覧を作成します。この一覧表に

基づき、専門的な当直医のいる病院と連絡し転送（転医）を依頼します。第二に、

通常の転送（転医）については、近隣の大病院と転送受入れの契約を結び、転送・

入院が確実に行えるような担保措置を取ります。第三に、二次救急輪番病院、基幹

病院、小児救急拠点病院への受け入れを要請します。 
当協会の工夫としては、当協会の総意で「大病院の月間当直表（全病院は困難）」

の収集整理及び「空床状況」等を必ず用意すること及び、当協会の会員である近隣

の大病院との転送（転医）受入れ契約にあると考えます。これらは、会員病院とし

ての「協力義務」となるよう内部で議論し調整していきます。 

 
②円滑な医療連携を確保するための具体的な計画 

 

連携なくして今後の医療機関の生き残りはありません。当協会は従来から医療連

携を進めてきましたが、「地域連携パス」の試みを開始しようとしています。円滑

な医療連携として次の具体的計画を進めます。 
ア． 医師会、開業医の方々や、北部夜間急病センター、南西部夜間急病センター

とは、連絡、連携を密にします。具体的には、年４回程度の連絡会議の設置

及び救急医療研修会や市民・患者さんへの教育広報の企画委員会への参画を

お願いします。 
イ． 医師派遣をお願いする各医会とも連絡会議の設置、企画委員会の参画をお願

いします。 
ウ． 「横浜市病院情報システム（会員専用システム）」の一部（大病院の月間当

直表、簡易な病院空床情報）は、当協会で加工し救急医療情報センターに提

供するとともに、「夜間急病センター（3 か所）」の転送（転医）先検索に
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も活用できるようにします。これにより、患者さんが自宅近くの病院への転

送（転医）を望む場合でも素早く対応できます。 
エ． 転送（転医）に備え、近隣大病院と転送受入れ契約を行い、受け入れ体制に

万全を期します。 
オ． 二次救急輪番病院については、受け入れ義務がありますが、二次救急医療と

いう機能特化に合わせた患者さんの受け入れを依頼します。 
カ． 小児救急拠点病院、今後整備される基幹病院については、小児科、内科の二

次救急医療という機能に合わせて患者さんの受け入れを依頼します。 
キ． 眼科、耳鼻咽喉科の二次応需病院、秘尿器科や子宮外妊娠の可能性のある内

科の患者さんなど、現状では転送（転医）受け入れが難しいケースについて

も、「大病院の月間当直表」による受入れ確認や、個別の大病院との事前交

渉により、受入れの途を開いていきます。このために、当協会内に「救急医

療センター運営支援委員会」を設置します。 
ク． 薬物中毒、被害妄想など精神科治療との合併症の患者さんの転送（転医）は

難しい状況にあります。これについては、実態の把握を行い横浜市の医療政

策（精神科救急医療政策）の改善をお願いして行きます。 
ケ． インフルエンザの流行期などは、夜間急病センターの患者さんの増加のみな

らず、二次応需病院の受入れが困難になる場合がありますので、患者さんの

動向を注意深く分析し、異常を察知した場合、当協会や横浜市に緊急の協力

体制づくりを要請します。 
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第 11 号様式 

単独法人名・共同事業体名： 社団法人 横浜市病院協会  

 救急医療情報センターの事業計画 

   センターの情報提供部門である、救急医療情報センターにおける事業をどのように展開していくのか、 

また、その事業計画を実現するために、どのような工夫や体制構築を図っていくのか記載ください。 

 
①救急医療情報センターの事業計画 

 
ア 人員配置について（平日、土曜日、日曜・祝日、年末年始、時間帯ごとの配置がわかるように具体的な配置計画

を示してください） 

 
 医療機関案内オペレーターの業務は、市民・患者さんに対して受診可能な診療科

目のある医療機関を案内するとともに、医療機関（病院、診療所、休日急患診療所

など）に対しては、空床、当直医等の救急医療情報や患者の受入れ可否についての

情報などを提供しています。 
桜木町夜間急病センター深夜帯の廃止に伴い、その代替機能としての「基幹病院」

による、深夜帯の初期救急医療サービスをについては、市衛生局に協力して早期に

整備していきます。また、医療のサービスを受ける市民の方が、救急医療に深い理

解を持ち、救急医療制度を利用し、適切な診療選択が促進されるよう、救急医療情

報センターの案内面での強化や工夫を図る必要があります。 

 
救急医療情報センターへの電話の問い合わせ件数は年々増加していることから、

当協会では市民・患者さんが常時アクセスできる情報提供の手段として、「横浜市

救急医療センター」のホームページを開設し、市民・患者さんが「今診てもらえる

医療機関」の情報（診療科目、診療時間など）を入手することにより、電話での問

い合わせ件数を大幅に減少させることができると考えます。 
医療機関案内オペレーターの人員配置は、「救急医療センター」のホームページ

を開設することにより、電話での問い合わせが減少することは確実であり、現行配

置人員よりも減らした人員とします。 
看護師による相談・助言サービスは、需要が増えることが予測されることから、

適切な診療科目の案内、発熱、軽易なケガ等の応急処置などの助言に加え、拡充業

務として症状観察の要点や受診勧告など、長年の知識や経験を踏まえた相談・助言

サービスを行うために増員した人員配置とします。 
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 １） 医療機関案内オペレーター（２４時間・３６５日対応） 
   要員の配置体制は抜本的に見直し、実務内容の教育・研修を受けた案内業務 

オペレーターの配置を行います。 
 深夜帯／

0:00-8:00 
日勤／ 

8:00-18:00 
準夜帯／

18:00-24:00 
平日 ２人 ２人 ２人 
土曜日 ２人 ２人 ３人 
日・祝日 ２人 ３人 ３人 
年末年始 ２人 ３人 ３人 

  ※上記配置人数の中で休憩・事務処理を行います。 
 
 ２） 相談・助言サービス看護師 
   相談・助言サービスの看護師は豊富な知識・経験を踏まえた看護師を、パート 
   勤務形態で実施します。 

 深夜帯／

0:00-8:00 
日勤／ 

8:00-18:00 
準夜帯／

18:00-24:00 
平日 － － ２人 
土曜日 － 13:00-18:00／２人 ２人 
日・祝日 － ２人 ２人 
年末年始 － ２人 ２人 

  ※上記配置人数の中で休憩・事務処理を行います。 
 
イ 事業を円滑に進めるための工夫について 

 
  ①医療機関の救急医療情報を常に適切に改善・更新 
   救急医療情報センターは、市民・患者さん等の問い合わせに対し、医療機関の救

急情報を提供することから、医療機関（病院、診療所など）が提供情報の源であ

り、また、患者さんの受け入れ先となることから、救急医療情報（当直医、病床

の状況など）を常時、定期的に提供していただき、適切に改善・更新します。 
 
  ②市民団体との意見交換による相談・助言サービスの充実 

市民団体と交流を深め、情報の相互提供や改善点などの意見交換を行い、相談・

助言サービスの円滑化を図ります。また、市民団体には救急医療センター内の会

議室を貸し出しするなど（有料）、活動の促進をサポートします（センターが緊

急ミーティングで会議室を使用する場合には病院協会会議室をご案内します）。

 
  ③医師による相談・助言サービスのサポート体制づくり 
    看護職による、相談・助言では限界がある場合（看護師の経験を超える難しい

事例の場合）、特定の会員病院と契約し、当直医師とオンコールで結び相談でき

るサポート体制を実施します。 
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  ④会員病院看護師のアドバイスによる、相談・助言サービスの充実 
・ 相談・助言サービスの看護師と会員病院の看護師（管理職）による、研修交流

を行い、豊かな経験・症例を踏まえてのアドバイスによって「事例集」を作成

し、相談・助言サービスの水準向上を図ります。 
・ また、この研修交流により相談事例の追加などを行い、「事例集」をより充実

させます。 
 

  ⑤救急車の利用についての「適切な指導」と民間救急車の利用案内 
  ・救急車の利用件数は年々増え、平成１６年度実績では４３０件／１日平均の出 

動となっています。軽い症状で安易に利用するケースを減少させ、本来の中・重

症患者さんが優先的に利用出来るようにするため、オペレーターが行う案内業務

に、救急車利用についての「適切な指導」と民間救急車の利用案内を追加します。

・東京都では、安易な利用による救急車利用の増加を減少させるため、（財）東 
 京救急協会が「東京民間救急コールセンター」を開設し、認定された５５社・５

９事業所の紹介・案内業務を行っています。 
・横浜市消防局においては「横浜市患者等搬送事業認定事業者」を定め、消防局ホ

ームページ上での事業所紹介を行っています。救急医療情報センターでは、救急

車搬送業務に対する負荷を軽減するために、市民・患者さんや医療関係者への民

間救急車の活用案内を行い、救急車利用を適切にコントロールする役割の一端を

担います。 
 
  ⑥外国語対応による医療情報サービス実施に向けての研究・提案 

・東京都保健医療情報センター「ひまわり」では、外国語（英語・中国語・ハング

ル語・タイ語・スペイン語の５か国語）での相談窓口を設け、外国語で相談で 
きる医療機関、日本の医療制度案内などを行っています。相談の分類では、医療

機関の案内が７割弱を占め、その他は施設案内、経済面での不安、病気の不安と

なっています。 
・横浜市においても、３５７万人の市民の内、約２％となる外国人居住者や観光・

ビジネスで来街・滞在する外国人を対象とする外国語対応による医療機関案内な

どが必要と考えます。しかし、今回の指定管理経費上限額では実施できません。

神奈川県のサポートによる通訳派遣システム（NPO 法人による８か国通訳スタッ

フ派遣システム）など、実施に向けての研究を行い、予算措置要望を含めて提案

したいと考えます。 
 
②情報収集についての具体的な計画 

 
・救急応需可能な医療機関（救急告示診療所、救急告示病院、二次救急輪番病院、

基幹病院、小児救急拠点病院）の救急医療情報（当直医、空床情報など）を病院

協会、医師会を通じて、あるいは直接に入手します。 
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・当協会の会員病院の救急医療情報（当直医、空床情報など）を、当協会が運営す

るホームページ「横浜市病院情報システム」の会員専用システムを通じて入手し、

救急応需可能な病院の案内を行います。 
・横浜市医師会などの協力をいただき、救急告示診療所の救急医療情報（当直医、

空床情報など）を入手し、救急応需可能な診療所の案内を行います。 
・また医師会が開設しているホームページの診療所情報を用いて、医療機関案内の

情報データとして活用します。 
・神奈川県救急医療情報システム、ＱＱパルについては当面、引き続き使用します

が、このシステムの構築からかなりの年月を経過しています。救急医療情報のデ

ータ通信は、旧式の専用端末を使用しているなど、現在の情報化社会にはそぐわ

ないものとなっています。このため、救急医療情報センター独自での情報収集の

必要性は避けられないものと考えています。 
・また、重要な救急情報（科目別当直医、空床情報など）は、夜間急病センター看

護師（正規職員）へ提供するとともに、北部、南西部の夜間急病センターへも連

絡し、転送（転医）の受け入れ先選択につなげます。 
 

 
③確実、かつ的確な情報提供を提供するための工夫 

 
「横浜市救急医療センター」のホームページを開設します。 

・東京都保健医療情報センター「ひまわり」では、電話だけではないインターネット

を通じた医療機関案内を行っており、電話の問い合わせ件数２７０件／１日平均に

対し、インターネットのアクセスは３８００件／１日平均とインターネットの問い

合わせが１０倍以上という結果が出ています。 
・そこで、当協会では横浜市衛生局の承認を得て「横浜市救急医療センター」のホー

ムページを平成１８年７月までに開設し、市民や患者さんが簡単に「今診てもらえ

る病院や診療所」の検索ができるシステムを構築します。 
・このホームページには、小児科医師の協力による「お子さんが急病になったとき～

応急手当の手引き」などを掲載することにより、軽易な相談・助言の抑制にも効果

があるものと考えます。 
・このホームページは当協会が運営するホームページ「ヨコハマみんなの病院 横浜市

病院情報システム」とリンクして、病院検索や二次救急輪番病院等の案内もご利用

いただけます。 
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【横浜市救急医療情報センターの運営イメージ】 

 

 

救急医療センター 
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[医療機関] 
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神奈川県救急医療情報セン

ター、病院協会、医師会  

ホームページなど 

[医療機関情報システム] 
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第 12 号様式 

単独法人名・共同事業体名： 社団法人 横浜市病院協会  

 救急医療情報センターの相談・助言業務計画 

   看護師による市民からの救急受診等に対する相談・助言業務を効果的に展開するための視点、特に、看 

護師が対応する意義と役割や相談・助言の範囲に対する考え方について、具体的に記載ください。 

 

①看護師による相談・助言業務の意義をどのように考えるのか、記載してください 

 
平成１６年１１月より開始された看護師の配置による相談・助言業務は、市民・

患者さんが電話一本で相談でき、受診にあたっての適切なアドバイスや応急手当

に関する説明等を受けることができます。 
  この意義としては、 
  １）核家族化や子育て経験の不足などによる家庭機能の低下がすすむ中で、市民・

患者さんにとって、適切なアドバイスが期待できる相談先が確保できること、

特に、症状が急変する幼児をかかえる家庭にとっては頼りになる“経験豊か

なおばあちゃん”が必要とされており、これに応えることができます。 
  ２）単身者や高齢者のみの家庭が増加しており、ケガや急病に対する適切な相談・

助言者が必要となっています。 
  ３）急病・ケガは市民生活の不安要因であり、これをすみやかに取り除くことが

人間関係が希薄になりつつある大都市での公共サービスでは重要となってい

ます。 
 
②看護師による相談・助言業務がもたらす効果に対する考え方 

 
１）経験豊かな看護師による家庭での看守り方や、受診の必要性などの相談・

助言サービスによって、市民・患者さんの気がかり、不安が解消します。

２）症状に応じた適切な医療機関の受診が必要であり、医師のサポート体制

も含めた相談・助言サービスによって、最も適切な救急医療機関の選択

が可能となります。 
３）軽易な症状の場合、自宅で看守ることによって、救急患者の抑制が期待

できます。 
４）看護師による適切なアドバイスによって、軽易な患者さんの二次応需病

院利用が抑制されます。この結果、二次応需病院が本来の機能を発揮で

きます。 
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③看護師による相談・助言業務が対応すべき範囲に対する考え方 

 
相談・助言サービスは、電話による限られた情報の中で、相談者に診療行為で

はないことを理解していただきながら、断定的なことは言わずに、下記のような

相談・助言を行います。 
１）すぐに受診する必要があるかどうか（心配な場合には医療機関への受診を勧める）

２）知識や経験による適切な診療科目・医療機関等の案内 
３）経験に基づいた家庭での応急手当、応急処置に関する説明 
３）時間を置いての再度の相談・助言、受診の必要性についての相談・助言 

 
また、子育て支援事業の「子供・家庭支援相談窓口（各区福祉保健センター）」

との連携を図り、子育てに係る心配事に関する窓口紹介等の対応も、視野に入

れるべきかと考えます。 
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④この事業を実施していくために必要な人員配置等の具体的方策について記載してください 

 
ア 人員配置について（配置職員のローテーションなど） 

 

１）医療機関案内オペレーター 
計１１名による時間帯（深夜・日勤・準夜）別の年間を通してのローテーション

（8 時間拘束、休憩 1 時間、実働 7 時間）

   深夜帯         日 勤        準夜帯 

0            8                   18           24 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

 

 

    8h 

深夜勤務

（3 名で年

間を通して

のﾛｰﾃｰｼｮﾝ） 

平日・土日祝 2 名 

   

・ 2 名週 5 日勤務 

・1 名は週 4 日勤務 

 

 

日勤勤務

（4 名で年

間を通して

のﾛｰﾃｰｼｮﾝ） 

 

平日土 2 名、日祝 3 名 

  

・1 名週 5 日勤務 

・3 名週 4 日勤務 

 

 

 

準夜勤務

（4 名で年

間を通して

のﾛｰﾃｰｼｮﾝ） 

  

平日 2 名、土日祝 3 名 

 

・4 名週 4 日勤務 

 

※ 休憩は拘束時間の中でローテーション（1 時間）となります。 
 
２）相談・助言サービス看護師 

計４名によるパート勤務形態のローテーション 
（勤務時間は曜日・時間帯別）

   深夜帯         日 勤        準夜帯 

0            8                   18           24 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

 

          13 

土 3 名（4h）

9 

 

日勤勤務 

 

 

日祝 3 名 

（8h） 

 

 

 

 

準夜勤務 

 

  

平日 3 名、土日祝 3 名 

（平日 6h）（土日祝 8h） 

隔週ごとに、 

・３名週４日勤務 

・３名週５日勤務 

 

 

※ 休憩は拘束時間の中で適時に行います。 
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イ より良いサービスの提供等の事業を実施するための工夫について記載してください 

 

  ①参考となる他都市（東京都保健医療情報センター「ひまわり」や他の都道府県

で行われている「♯８０００」など）での医療機関案内、相談・助言サービス

の調査を行い、研修交流の機会をつくります。 
  ②開設する「救急医療センター」ホームページ利用者の方の意見やメッセージを

受付け、「応答マニュアル」の追加・修正に活用します。また、相談事項の傾

向分析などについて相談・助言サービス看護師で定期的なミーティングを行い、

相談・助言サービス内容の共有化を図ります。 

  ③経験豊富な会員病院看護師をアドバイザーグループとして位置づけ、相談・助

言サービスの中での「問題事例」や「判断困難事例」の評価（相談者のその後

の病院受診の可否や、その後の症状などの検証と「応答マニュアル」へのフィ

ードバック）、症例や相談事例検討などを行い、より適切な相談・助言サービ

スとなるよう改善を重ねます。 
  ④電話による相談・助言サービスは、看護師が通話中（対応中）の場合、電話の

待機を記録し、折り返し相談者に連絡するようにします。また、情報センター

へかけた時点で話中の場合は、機械による時間を置いてのかけなおしとホーム

ページでの医療機関案内をアナウンスします。 
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第 13 号様式 

単独法人名・共同事業体名： 社団法人 横浜市病院協会  

 その他センターで実施する事業 

   その他センターの機能をさらに円滑に実施するための具体的な提案事項や、救急医療に関する市民向けの 

啓発事業など、センターの業務基準以外の提案について記載ください。 

 

①センター機能をさらに円滑に実施するための具体的な提案 

 
  センター機能をさらに円滑に進めるために、教育・啓発・研修事業を定期的に実

施します。 
 
  １）広く救急関係者を対象として、救急医療に関する知識・技術の習得や最新事

例を学ぶ各種研修会などを実施します。（年３～４回） 
  ２）こどもの病気講座「お子さんが急病になったとき」の開催 

     急なこどもの発熱など、こどもの病気に不安を持つ親を対象に、こどもの

病気講座「お子さんが急病になったとき」を開催します。小児科専門医が適

切な応急処置や受診に当たっての説明事項などをわかりやすく講演します。

講演内容を「子どもの救急ハンドブック」としてまとめて配布したいと考え

ます。（年１回） 
  ３）「とっさのときの応急処置」の開催 
     市民を対象に「とっさのときの応急処置」を開催します。病気やケガのと

きのとっさの応急処置を中心に講演します。（年１回） 
  ４）「救急医療フォーラム」の開催 
     救急医療についての市民理解を深めるため、「救急医療フォーラム」を開

催します。「救急医療フォーラム」は、救急医療の現状、市民にとっての救

急医療など、テーマを変えて実施します（年１回） 
 
②救急医療に対する市民啓発事業など市民向けの事業提案 

 
  １）衛生局と協議し、「横浜市と救急医療センター」による救急医療情報センタ

ーの機能を紹介したポスター・リーフレット・連絡カード等、ＰＲツールを

作成し配布します。ＰＲツールは福祉保健センターで行われる母親教室、幼

稚園、小中学校、市民利用施設等を通じて配布し、市民の間に浸透させてい

きます。 
東京都保健医療情報センター「ひまわり」では、インターネットによるホ

ームページのアクセスを増やし、電話での問い合わせを抑制するため、ポス

ター・リーフレット・連絡カード等のＰＲツールを作成・配布し、都民への

ＰＲで効果をあげています。 
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  ２）同じく衛生局との協議により、「横浜市」による区の広報誌（紙）、暮らし

のガイド、各種ホームページ（横浜市、各区役所、市内医療機関、医療情報

サイトなど）、マスメディア等を通じて救急医療センター紹介の広報を行い

ます（救急医療施設全体の中の一環として行ってほしいと考えます）。 
 
③その他の企画・提案事項 

 

 
  西区、中区の休日急患診療所を救急医療センターに統合 
    西区、中区の休日急患診療所は１８区の中でも利用件数が最も低く、全１８

区の年間平均利用者３，５０７人／１日平均５０人に対して、 
・西区の年間利用者１，８９７人／１日平均２７．１人 
・中区の年間利用者２，２７３人／１日平均３２．５人 となっています。 

桜木町にある「救急医療センター」は立地的にも両区にまたがることから、

昼間の１０：００～１６：００に両区の休日急患診療所として統合使用する

ことを提案します。 
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第 14 号様式 

単独法人名・共同事業体名： 社団法人 横浜市病院協会  

 医療、その他センター業務のサービス向上、安全管理の確保、個人情報の保護管理

等について 

   センター業務全般のサービス水準を常に向上させていくために、どのような取り組みを継続していくの 

か。また、医療安全の確保に対する具体的な計画や、個人情報の保護管理に関する計画、法人としての自己 

評価に対する具体的な考え方等について記載してください。 

①センター業務全般にかかるサービス水準の維持、向上に関する具体的な計画（待ち時間の短縮策など具体的に記

載ください） 

 

救急医療センター業務は、患者さん動向に大きく左右されます。夜間急病セン

ターの患者さんは、冬季が、年平均の 1.2 倍から 1.5 倍となっています。風邪やイ

ンフルエンザなどの動向に注意しなければなりません。 
 また、医師、薬剤師を始め、センター業務の多くが、臨時の派遣職員で担われ

ているという特殊性を認識しておくことが大切と考えます。このような変則的な

診療所にあって、最も中心的な役割を担うのは、常勤の看護師です。 

常勤の看護師が、医師とコ・メディカルの潤滑油となり、実質的には、診療業

務全体の隠れた指令塔とならなければ、センター業務は円滑に機能しません。臨

時の医師と臨時のコ・メディカルを繋ぎ、患者さんと医師を繋ぐ、そして、転送

先病院との連絡役など、中心的な役割として機能する必要があります。 

 毎日、始業前には、しっかりとしたミーティングを行うとともに、気持ちの良

い職場、連携プレイの良い職場となるよう管理運営に注意していきます。 

 
ア．救急医療機関である以上、患者さんのトリアージは明確に行わざるを得ませ

んので、掲示・案内などでお知らせし、市民・患者さんの理解を得ておきま

す。事業計画において冬季の繁忙期は医師やコ・メディカルのスタッフを増

員していますが、流行性の呼吸器疾患の兆候が見られた場合は、更に増員体

制を会員病院等に要請するなど柔軟な診療体制に努力し、患者さん待ち時間

の短縮に努めます。 
イ．駐車場についても冬季は、一部はみ出すなどケースが見られます。周辺の民

間駐車施設への案内・誘導など的確に行います。 
ウ．情報センターの医療機関案内は、ホームページを充実して、電話案内ではな

く極力、自らが容易に検索できる仕組みを構築して市民・患者さんの満足度

を高めていきます。 
エ．電話相談・助言サービスは、電話待機を記録し、センター側から相談者に連

絡するようにします。 
オ．正規職員・臨時雇用者の年間の教育研修プログラムを組む中で、サービス向

上の取り組みについては明確に位置づけ取り組みを強化します。 
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②患者の安全確保に対する具体的な取り組み計画 

 

患者さんの安全確保については、夜間急病センターは第８号様式「オ 患者の安

全管理について」（P10）で述べたとおりです。このセンター長をトップとする「患

者安全管理（PSM）委員会」をすみやかに立ち上げ、PDCA サイクルを確実に機

能させることによって、患者さんの安全確保水準を逐次、レベルアップしていき

ます。 
情報センターの医療機関案内は、地域性と診療科目という客観的なデータで案

内し、主観的な要素は排除します。なお、深夜帯初期救急は基幹病院の当直医状

況等を把握し、的確な案内を行います。 
また、相談・助言サービスは、「応答マニュアル」を作成し「事例集」追加作

成するなど、事例に応じて充実していきますが、必要な場合は必ず、医師のサポ

ートを受ける体制をとり、医療行為に踏み込むことのないよう患者さんへの適切

な対応に心がけます。なお、相手の了解を得て相談・助言内容についてはテープ

録音します。 

 

③個人情報の保護に対する考え方、研修計画、漏洩事故発生時の対応方法等（（財）日本情報処理開発協会認定「プ

ライバシーマーク」を取得済み、または、取得予定がある場合は、その旨についても記載してください。） 

 

 センターとしての「個人情報保護方針」は、明文化し正規職員・臨時雇用者に

周知するとともに、この「規定管理責任者」として、事務局長をおき患者さんの

見える場所に掲示するとともに、職員の研修教育に当たります。委託業者につい

ても守秘義務契約を交わすとともに、派遣元についても誓約書を提出させます。

 プライバシーマークについては、当面は、厚生労働省の「ガイドライン」を参

考に教育研修を行いますが、必要ならば、更に教育を充実し取得することも検討

します。 
磁気記録データの管理は、課長・係長の管理責任を明確にするなど、漏洩防止

に努めます。 
万が一、漏洩発生時は、センター長（あるいは事務局長）から当協会会長に連

絡するとともに、衛生局に連絡し対応を協議します。リスクマネジメントなど、

緊急時の対応について当協会は毎年研修を行っていますので、個人情報に限らず、

緊急時対応のマニュアルを作成し、職員に周知します。 
 
 

④自己評価に対する考え方とそれに関する具体的な手法、また、市民に対する事業の透明性の確保等についての具

体策 

 

救急医療関係者や市民の方からなる第三者評価委員会を設置することにしてお

り、事業の評価や透明性の確保には特段の努力をいたします。 
救急医療は、患者さんの増加や診療報酬の増加を期待する事業ではありません。
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むしろ、初期救急医療にいかに的確に対応し、患者さんに必要な診療を行ったか

が評価されるべきです。 
 

自己評価や第三者評価、事業の透明性の確保については次のように取り組みま

す。 

ア． 年に二回程度、患者さん・ご家族のモニタリング調査を行います。はがきにア

ンケート項目を記載し投函していただき、患者さんの満足度や診療サービス上

の問題点を分析します。 
イ． 患者さんサービスの要は、多様な立場の職員の方が満足して働けることです。

職員の満足度調査や職場の問題点も明らかにします。 
ウ． 従来以上に詳しい事業実績と分析を行うとともに、経営の効率化が絶対的な条

件になっていますので、ある程度の採算性を求める夜間急病センター事業と、

市民に無償でサービスする情報センター等事業を明確に区分した管理会計の手

法で収支計算を行い、関係職員に開示するとともに、市民等にも公開します。

エ． 医師報酬単価や主な委託契約など、救急医療センター運営上の基本となる単価

や契約事項についても公開します。 
オ． 市民・患者さんのモニタリング評価と、事業実績資料、経営分析資料を公開し

ます。また、第三者評価委員会からは、事業や経営上の評価をいただくととも

に、今後の初期救急医療についてのご意見を頂きたいと考えています。 
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第 15 号様式 

単独法人名・共同事業体名： 社団法人 横浜市病院協会  

 組織図、スタッフの配置、人材育成に対する考え方 

   センターの諸事業とサービスを展開・実現するための執行体制について組織図を描くとともに、スタッ 

フの人数、職種（担当業務）、雇用形態（正規・派遣・パート等）等、職員配置について、標準的な計画 

を記載してください。 

 また、人材育成に対する考え方について記載してください。 

 

①現在想定している組織図とスタッフ体制について記載してください 

 

１．組織図 
 

（社）横浜市病院協会 

  救急医療センター経営管理委員会 ※１                     （正規職員数） 

      

                                           管理情報課長      管理情報担当係長 （４人） 

                     （常勤又は兼務） 

センター長  ※３  事務局長 

（常勤・医師）     （兼務） 

                                 看護担当係長   （４人、嘱託２人）

                      医療業務課長 

                      （常勤又は兼務） 

                                 薬剤担当係長   （１人） 

 第三者評価  (社)横浜市病院協会 

 委員会    救急医療センター運営支援委員会 ※２ 

                                 医事担当係長   （１人） 

 

 

           係長以下の正規職員１０人（事務５人、看護４人、薬剤１人）

           、嘱託看護師２人を予定します。 
 
※１ 当協会の会長、救急担当副会長、救急担当理事数人で構成し、救急医療セン

ター全般の経営を指揮監督します。 
 ※２ 当協会の救急担当理事及び転送・転医受入れ先の大病院（院長あるいは救急

部長等）で構成し、センターの医療活動を支援します。 
 ※３ センター長は、（社）横浜市病院協会理事となる予定です。 
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２．職員配置（スタッフの人数、職種等） 
 

                  庶務全般 

                  （事務・正規） 

      

（１）管理・情報担当係長          経理・施設管理      駐車場等施設 

（事務・正規１人）     （事務・正規）     管理委託 

          

                 受付・職員配置等     受付事務（パート等） 

                 情報センター        

                  （事務・正規）    情報センター案内業務（委託） 

                                

                              情報センター相談・助言 

                              業務（パート等） 

 

    医師 

    （派遣出動） 

 

（２）看護担当係長      看護・診察補助等      看護師 

     （看護・正規１人）      看護・正規３人            （パート等） 

                    嘱託２人          

                              検査技師 

                             （委託） 

 

                            放射線技師 

                            （派遣出動） 

 

                             

                             

 

 

（３）薬剤担当係長                薬剤師 

   （薬剤師・正規１人）            （委託） 

         

（４）医事担当係長 

   （事務・正規 1 人） 

 

３．パート・アルバイト等、委託の職員数 
（１）様式８（P10）、様式１１（P18、P24）に記載 
（２）夜間急病センターの臨時雇用職員の延人数は別紙附属資料２に記載 
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②人材育成に対する考え方 

 

少人数の限られた職場での人材育成には難しい面があります。このため、会員

病院の支援を得ながら人材育成を進めて行ききます。 
まず、正規職員については、定期の研修会での研修を義務付けます。さらに、

会員病院との人事交流や先進的事例を学ぶための短期の研修派遣も考えます。会

員の大病院（救急病院）が実施している事例は、初期救急医療と二次救急医療の

相互連携のためにも役立つものです。また、先進的な事例をもつ会員病院の看護

師等（管理職）の方を講師として依頼し、少人数のセミナーを開くなど先進的な

救急医療を学んでいきます。 
救急医療の専門職として、公共的なミッションの認識は何よりも大切であり、

あらゆる機会にその涵養に努めるとともに、専門的な知識、技術の習得を図り、

研究成果発表なども会員病院の研究事業に参加するなど、救急医療センターの枠

を超えて、人材育成を進めていきます。 
臨時雇用職員については、できる限り定期の研修会への参加を勧めるとともに、

少人数セミナーなどにも参加を促し、意欲を持って救急医療という困難な職に取

り組めるようインセンティブを高めて参ります。 
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第 16 号様式 

単独法人名・共同事業体名： 社団法人 横浜市病院協会  

 平成 18 年度の収支計画書 

   平成 18 年度予算の収支計画を項目ごとに記載してください。「業務基準」を超える提案にかかる部分 

については、別に積算してください。（「第 16 号様式の添付資料」参照。（ ）は内数となります。） 

 収入                                                                               単位：千円 

診療科・項目 平成１８年度（通年） 「業務基準」を超える部分（外数） 合  計 

内 科 ９３，１７５ １８，４０９ １１１，５８４ 

小児科 １５９，９６５ ２７，２８５ １８７，２５０ 

耳鼻いんこう科 ６１，００４ ―  ６１，００４ 

眼 科 ９５，１９９ ―  ９５，１９９ 

小 計 ４０９，３４３ ４５，６９４ ４５５，０３７ 

書類代 １００ ―     １００ 

その他 １００ ―     １００ 

小 計 ２００ ―     ２００ 

合 計 ４０９，５４３ ４５，６９４ ４５５，２３７ 

  支出                                        単位：円 

項  目 平成１８年度（通年） 「業務基準」を超える部分（外数） 合  計 

夜間急病センター    

人件費 ２０７，８２１ ７５，３９８ ２８３，２１９ 

医薬材料費 ２３，０００  ４，７００  ２７，７００ 

使用料及び賃借料 ２３，９０３  ３，０００  ２６，９０３ 

 

 

 

 委託料その他 １５，５００    ２４０  １５，７４０ 

小  計 ２７０，２２４ ８３，３３８ ３５３，５６２ 

救急医療情報センター    

人件費 １４，０００ ―  １４，０００  

 委託料その他 ４７，５１０  ６，０００  ５３，５１０ 

小  計 ６１，５１０  ６，０００  ６７，５１０ 

共通管理経費    

人件費 ９６，０００ １０，０００ １０６，０００ 

研究研修費 ２，０００ ―   ２，０００ 

建物管理費 ３３，４００ ―  ３３，４００ 

委託料その他 ８，８３０    ５００   ９，３３０ 

 

 

 

 

 光熱水費・通信費 １７，４１１  １，５７９  １８，９９０ 

小  計 １５７，６４１ １２，０７９ １６９，７２０ 

合  計 ４８９，３７５ １０１，４１７ ５９０，７９２ 

指定管理経費（指定管理料）（税込み）         指定管理経費上限額 139,000 千円 

                           差引         3,445 千円 

             135,555 千円 
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第 16 号様式の添付資料 

 

 

 

収支計画書を作成するにあたっては、以下の経費について提示の金額で見込んでください。 
 

 
１ 夜間急病センター 
（１）使用料及び賃借料のうち、次の機器等のリース料（（１）～（３）の合計額）      
 

（１）デジタルフィルム画像処理システム       １，２８８，９８０／年 
（２）投薬表示装置                   ４６５，７５０／年 
（３）浄水器                       ４７，７７５／年 
 

 
  １，８０３，０００円 

 
 
２ 共通管理経費 
（１）光熱水費、電話通信費             １７，４１１，０００円 
        （FAX） 
 
（２）小破修繕料                   ３，８３０，０００円 
 
（３）建物管理費（横浜市健康福祉総合センター保守管理委託にかかる経費） 
 
                          ３３，４００，０００円 

 

 

（提示した金額はすべて、１２か月分の所要額） 
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第 17 号様式 

単独法人名・共同事業体名： 社団法人 横浜市病院協会  

 コスト削減に向けた取組 

   コスト削減や効率的運営のための具体的方策、計画について記載してください。 

 

①コスト削減策についての考え方 

 

人件費や人件費がらみの委託費で、支出の８割を占める救急医療センターのコ

スト削減には限度がありますが、次のような取り組みを展開します。 
ア．医師報酬やコ・メディカルの賃金及び正規職員の給与など、全体について現

行単価（水準）の８割程度に引き下げます。その上で、年度末の収益状況に

よって一部（約１０％程度）を還元する方式とします。業績主義の考え方を

取り入れ、関係職員全員が経営努力に励むという仕組みをつくりあげます。

また、これは、濃淡はあるにしても医療団体など関係者全体が経営責任を

分担しようという考え方にもなります。このため、経営状況、財務状況は、

臨時雇用職員や関係医療団体をも含め、公開していきます。 

また、医療関係者の救急医療に対するミッション、医師の医師法１９条「応

招義務等」から派生する救急医療に対する「デューティ化」の理解を高めて

いくことが大切であると認識しています。 

イ．医薬材料については、薬価水準を下回って購入している会員病院と連携し、

廉価で購入できるようなノウハウと仕組みを導入します。 
ウ．深夜タクシーについても、方面別相乗りを徹底し可能な限りの節減を目指し

ます。 
エ．各種契約については、相見積もりを必ず行うなど、適切な内容での履行と競

争性を確保することにより、コスト削減を目指します。 
オ．救急医療情報センターのオペレーター業務など、最新の情報システムとはい

えない分野については、ホームページの作成による業務量の減少を見込むな

ど、IT 技術を駆使してコスト削減を図ります。 
 
②効率的な運営を推進するための具体的な計画 

 

 救急医療センターの効率的な運営の第一は、変化する社会環境に起因する救急

医療動向を的確に把握することにあります。当協会内に設置する「経営管理委員

会」、「第三者評価委員会」、その他医療関係団体等のご意見を頂き、救急医療

の動向を的確に見極め、運営方針を定めていきます。 
 また、季節や曜日による患者数の予測動向把握も大切であり、これによって適

切な人員配置を行って業務の効率性を高めていきます。 
 以上を基本としながら、コスト削減策を踏まえ、次の点については十分注意し

ながら具体的な運営計画を定めていきます。 
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ア．医師やコ･メディカルの報酬・賃金は、夜間急病センター、休日急患診療所、

二次救急輪番病院で異なっていますが、合理的に納得いく範囲となるよう逐

次、調整していきます。 
イ．情報化への対応が、いっそう急がれると考えます。市民・患者さんサービス

と経営の効率化を両立できるよう、常に最新事例を学び、新しいシステムへ

の移行を進めます。 
ウ．この救急医療センターが、市民ニーズに対応し発展できるか否かの鍵は、「双

方向性の確立」にあると考えます。大小を問わず、全ての医療機関等にとっ

てメリットがあり、市民・患者さんや市民団体の方にとっても意見や提案が

反映され利用しやすい救急医療センターとなることが極めて重要です。この

「双方向性の確立」を基本において具体的な運営をすすめて参ります。 

 

 

 

経営効率化に向けての主な改善点と取組み 

 

 

  ・医師、コ・メディカル、正規職員等の報酬・賃金の見直し 

と「業績主義の考え方」の導入 ＜P11 ほか＞ 

 

  ・センター長をトップとする「患者安全（ＰＳＭ）委員会」の

設置、個人情報保護等の取組み ＜P3、P4 ほか＞ 

 

  ・医薬材料費、タクシー代、各種契約等の節減への取組み 

 ＜P36＞ 

 

○ 「双方向性の確立」による市民、医療関係団体等による支援 ＜P4 ほか＞ 

○  第三者評価委員会の設置 ＜P4 ほか＞ 

○  患者さん、家族等のモニタリング調査 ＜P30 ほか＞ 

○ 経営資料の公開 ＜P30 ほか＞ 

 

 

   ・ホームページ開設による情報センター案内業務の効率化 

 ＜P36 ほか＞ 

 

 

   ・市民・患者さん、市民の団体、病院看護師の支援による相

談・助言サービスの効率化 ＜P18 ほか＞ 

 

 

救急医療情報センター

夜間急病センター 
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